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(57)【要約】
【課題】内容物の排出に合わせて、減容した時に折り込
まれた側面部が内容物の排出を妨げず、リングなどの別
部品を使用せず、手間を掛けずに減容可能な紙容器を提
供する。
【解決手段】各隅に縦罫線（１１）を有する横断面が多
角形で、少なくとも容器内全面に可撓性のフィルム層（
１０２）を設け、紙を含む基材によって形成された紙容
器であって、縦罫線に直角に、全周に渡って設けられた
山折り罫線（１２）と、山折り罫線から折り込み長さ（
４）分の距離を離した底面側に山折り罫線に平行な谷折
り罫線（１３）と、を一対として設け、それぞれの縦罫
線を中心線とし、上端が山折り罫線に接し、谷折り罫線
を突き抜ける窓（５）を基材層に設け、窓の下側にＵ字
形状の内折れ罫線を設けたことを特徴とする減容構造を
有する紙容器である。
【選択図】図１



(2) JP 2016-175697 A 2016.10.6

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各隅に縦罫線を有する横断面が多角形で、少なくとも容器内全面に可撓性のフィルム層
を設け、紙を含む基材によって形成された紙容器であって、
縦罫線に直角に、全周に渡って設けられた山折り罫線と、
山折り罫線から折り込み長さ分の距離を離した底面側に山折り罫線に平行な谷折り罫線と
、を一対として設け、
それぞれの縦罫線を中心線とし、上端が山折り罫線に接し、谷折り罫線を突き抜ける窓を
基材層に設け、
窓の下側にＵ字形状の内折れ罫線を設けたことを特徴とする減容構造を有する紙容器。
【請求項２】
　窓は中心線から左右に略折り込み長さの横幅を有することを特徴とする請求項１に記載
の減容構造を有する紙容器。
【請求項３】
　窓の高さが折り込み長さの２倍未満であることを特徴とする請求項１又は２に記載の減
容構造を有する紙容器。
【請求項４】
　Ｕ字形状の内折れ罫線は、上部に窓と同じ幅の平行部を有することを特徴とする請求項
１～３のいずれかに記載の減容構造を有する紙容器。
【請求項５】
　Ｕ字形状の内折れ罫線は、谷折れ罫線から下に折り込み長さ以上の高さを有することを
特徴とする請求項１～４に記載の減容構造を有する紙容器。
【請求項６】
　Ｕ字形状の内折れ罫線は、谷折れ罫線から下に折り込み長さと同じ長さの平行部を有す
ることを特徴とする請求項１～５に記載の減容構造を有する紙容器。
【請求項７】
　前記山折り罫線と、それに平行な谷折り罫線と、窓と、Ｕ字形状の内折れ罫線からなる
減容機構を、高さ方向に複数設けたことを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の減
容構造を有する紙容器。
【請求項８】
　横断面が長方形の紙容器であることを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の減容
構造を有する紙容器。
【請求項９】
　縦罫線と交差する窓上端に、凸状の基材切り欠きを設けたことを特徴とする請求項１～
８のいずれかに記載の減容構造を有する紙容器。
【請求項１０】
　窓上端に設けた凸状の基材切り欠きの先端は、２次曲線の交点で形成されていることを
特徴とする請求項９に記載の減容構造を有する紙容器。
【請求項１１】
　縦罫線と交差する窓下端に、下側に凸状の基材切り欠きを設けたことを特徴とする請求
項１～１０のいずれかに記載の減容構造を有する紙容器。
【請求項１２】
　窓下端に設けた凸状の基材切り欠きの先端は、２次曲線の交点で形成されていることを
特徴とする請求項１１に記載の減容構造を有する紙容器。
【請求項１３】
　窓に設けた可撓性のフィルム層が、透視可能なフィルムで構成されることを特徴とする
請求項１～１２のいずれかに記載の減容構造を有する紙容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、容量を減少可能な構造を有する紙製の容器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　食品や非食品の液体や粉体などの内容物に使用され、基材を紙で構成される紙容器は、
果汁飲料、ジュース、お茶、コーヒー、乳飲料、スープ等の液体飲料、日本酒、焼酎等の
酒類に広く用いられている。これら紙容器は、紙層の内面に熱可塑性樹脂によるシーラン
ト層が設けられ、部分的に合わせた内面同士などを融着して容器を形作ることが出来る。
また、容器が汚れたり、液体などで腰が無くなってしまわないように、また、基材端面を
覆い易くする為に、外面にも熱可塑性樹脂のフィルム層を設けたものもある。
【０００３】
　所で、内容物を長期に保存するには、紙層とシーラント層の間にアルミ箔やアルミ蒸着
フィルム、あるいは、無機酸化物蒸着フィルムなどのバリア性のある層を設けたりしてい
る。しかし、一度開封し、内容物の一部が排出され、内容物が減少しても、容器内容積が
減少しないと、内部には外気の酸素などが多く入り込み、酸化劣化が進み易い。
また、従来の紙容器は、内容物が減少しても容器の大きさが変わらないので、保存するに
もかさばった状態で、冷蔵庫などに他の食品が入れなかったりする問題が発生し易い。
そこで、内容物の減少に合わせ、いくらかでも減容できる紙容器があれば、劣化の原因に
なる内部の酸素量を減少させられ、かつ、収納性が向上するなど、便利である。
【０００４】
　例えば、特許文献１では、容器の折る部分を区分する段数折り目と、前記段数折り目の
間に位置して、対角するエッジを連結する複数の斜線状の折り目とを形成することによっ
て、前記容器の上部と下部を前記斜線状の折り目の形成方向に合わせて回転させて前記容
器の容積を減らすことができることを特徴とする容積縮形式の変形容器を提案している。
【０００５】
　しかしながら、最終的に廃棄する時であれば問題は無いが、内容物がまだ入っていて、
容量を減少するように変形させた場合、折り込まれた側面が内容物の排出方向に対して直
角方向の壁となり、内容物の排出に支障が出る問題が発生する。
また、変形した状態では、容器が安定して立たせることが困難になる場合があり、開口し
た状態で、一時的にテーブルに置いた時に、倒れてこぼしやすい。
また、変形した状態で内容物を排出する場合に、注出口がふらついて、こぼし易いなどの
問題があった。
【０００６】
　特許文献２では、紙容器の高さ方向を形成する側面部に、折り目案内線を設け、前記折
り目案内線を山折りおよび谷折りすることにより、高さ方向に減縮可能となる紙容器であ
って、前記折り目案内線が、前記紙容器の高さ方向を形成する一対の対向する側面部のみ
に突出部が形成されるように設けられていることを特徴とする紙容器を提案している。
【０００７】
　この紙容器は、減容する時に、外側に側面部が飛び出し、収納性が低下する問題がある
と共に、折り出された側面部の突出部が内容物の排出方向に対して直角方向の壁となり、
内容物の排出に支障が出る問題が発生する。これに対し、別途リングを用意し、突出部を
押さえつけるようにして、リングをはめ込むように提案しているが、非常に煩雑で、不便
である。
【０００８】
　特許文献３では、少なくとも紙層からなる基材層と、ガスバリア層からなる中間層と、
熱接着性樹脂層からなる内層とを備えた積層体からなる傾斜屋根部に注出口となる注出部
材を有するゲーベルトップ型紙容器であって、該ゲーベルトップ型紙容器の胴部を構成す
る一つの側面板を挟むように前記基材層のみが切り欠かれた２つの切欠部が形成されてお
り、当該２つの切欠部を最短で結ぶ位置にある側面板に両切欠部を繋ぐ罫線が少なくとも
１つ設けられていることを特徴とする、ゲーベルトップ型紙容器を提案している。
【０００９】
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　このゲーベルトップ型紙容器は、２箇所の切り欠き部を形成させているが、容量を減少
させる機構ではなく、単に内容物を排出し易いように、内圧を掛けて、排出し易くした容
器であり、高さも、幅も小さくはならない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００６－２４８６１４号公報
【特許文献２】特許第５１９９４０２号公報
【特許文献３】特許第５３８０８５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　そこで、内容物の排出に合わせて、減容した時に折り込まれた側面部が内容物の排出を
妨げず、リングなどの別部品を使用せず、手間を掛けずに減容可能な紙容器を提供するこ
とが課題である。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は上記課題を解決するためになされたもので、本発明の請求項１の発明は、
各隅に縦罫線を有する横断面が多角形で、少なくとも容器内全面に可撓性のフィルム層を
設け、紙を含む基材によって形成された紙容器であって、
縦罫線に直角に、全周に渡って設けられた山折り罫線と、
山折り罫線から折り込み長さ分の距離を離した底面側に山折り罫線に平行な谷折り罫線と
、を一対として設け、
それぞれの縦罫線を中心線とし、上端が山折り罫線に接し、谷折り罫線を突き抜ける窓を
基材層に設け、
窓の下側にＵ字形状の内折れ罫線を設けたことを特徴とする減容構造を有する紙容器であ
る。
【００１３】
　本発明の請求項２の発明は、窓は中心線から左右に略折り込み長さの横幅を有すること
を特徴とする請求項１に記載の減容構造を有する紙容器である。
【００１４】
　本発明の請求項３の発明は、窓の高さが折り込み長さの２倍未満であることを特徴とす
る請求項１又は２に記載の減容構造を有する紙容器である。
【００１５】
　本発明の請求項４の発明は、Ｕ字形状の内折れ罫線は、上部に窓と同じ幅の平行部を有
することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の減容構造を有する紙容器である。
【００１６】
　本発明の請求項５の発明は、Ｕ字形状の内折れ罫線の形状は、谷折れ罫線から下に折り
込み長さ以上の高さを有することを特徴とする請求項１～４に記載の減容構造を有する紙
容器である。
【００１７】
　本発明の請求項６の発明は、Ｕ字形状の内折れ罫線は、谷折れ罫線から下に折り込み長
さと同じ長さの平行部を有することを特徴とする請求項１～５に記載の減容構造を有する
紙容器である。
【００１８】
　本発明の請求項７の発明は、前記山折り罫線と、それに平行な谷折り罫線と、窓と、U
字形状の内折れ罫線からなる減容機構を、高さ方向に複数設けたことを特徴とする請求項
１～６のいずれかに記載の減容構造を有する紙容器である。
【００１９】
　本発明の請求項８の発明は、横断面が長方形の紙容器であることを特徴とする請求項１
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～７のいずれかに記載の減容構造を有する紙容器である。
【００２０】
　本発明の請求項９の発明は、縦罫線と交差する窓上端に、凸状の基材切り欠きを設けた
ことを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載の減容構造を有する紙容器である。
【００２１】
　本発明の請求項１０の発明は、窓上端に設けた凸状の基材切り欠き先端は、２次曲線の
交点で形成されていることを特徴とする請求項９に記載の減容構造を有する紙容器である
。
【００２２】
　本発明の請求項１１の発明は、縦罫線と交差する窓下端に、下側に凸状の基材切り欠き
を設けたことを特徴とする請求項１～１０のいずれかに記載の減容構造を有する紙容器で
ある。
【００２３】
　本発明の請求項１２の発明は、窓下端に設けた凸状の基材切り欠き先端は、２次曲線の
交点で形成されていることを特徴とする請求項１１に記載の減容構造を有する紙容器であ
る。
【００２４】
　本発明の請求項１３の発明は、窓に設けた可撓性のフィルム層が、透視可能なフィルム
で構成されることを特徴とする請求項１～１２のいずれかに記載の減容構造を有する紙容
器である。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の減容可能な紙容器は、廃棄する時だけではなく、内容物が残っている使用中の
状態でも、容量を減少させる減容が可能である。
しかも、別部品を使用しなくても、単に上側を下側に押し込むだけで、しっかりと容器の
上側が下側にはまり込んで、減容状態が固定維持できるので、安定した注出が可能である
。
その上、折り込まれた側壁は、上向きに形成されているので、内容物の注出を邪魔しない
。
さらに、窓が透視可能なので、内容物の残量が目視で確認できるなどのメリットがある。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の減容構造を有する紙容器の一例で、減容する前の段階における紙容器の
外観斜視図と縦断面図である。
【図２】本発明の減容構造を有する紙容器を製造するブランク形状の一例を示す展開図で
ある。
【図３】本発明の減容構造を有する紙容器の一例で、下段のみ減容した段階における紙容
器の外観斜視図と縦断面図である。
【図４】本発明の減容構造を有する紙容器の一例で、下側の２段を折り込んで減容した状
態における紙容器の外観斜視図と縦断面図である。
【図５】本発明の減容構造を有する紙容器の一例で、全部の折り込み部を折り込んで減容
した状態における紙容器の外観斜視図と縦断面図である。
【図６】本発明の減容構造を有する紙容器の一例で、全部の折り込み部を折り込んで減容
した状態における紙容器で、内容物を排出している状態の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明を実施するための形態について、図を用いて説明する。
図１－１は、本発明の減容構造を有する紙容器の一例で、減容する前の段階における紙容
器の外観斜視図である。
この実施形態は、底面３が正方形のゲーベルトップの紙容器で、ゲーベルトップの上面板
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２には注出口２１が内部から飛び出るように融着されている。
【００２８】
　胴部１は４本の縦罫線１１があり、縦罫線１１に直角に、全周に渡って山折り罫線１２
が設けられている。
山折り罫線１２に対して折り込み長さ４だけ離して平行に、底面３側へ、谷折り罫線１３
が、山折り罫線１２と一対で設けられている。
山折り罫線１２と縦罫線１１とが交差する４隅には、窓５が設けられている。
窓５は、縦罫線１１を中心線とした図形を折り曲げた形状になっていて、上端近傍が山折
り罫線１２に接し、下方は谷折れ罫線１３を突き抜けている形状に、基材を抜いてあり、
内層の可撓性フィルムで、容器の内外を隔てている。
窓５の下方に内折れ罫線１４が設けられている。内折れ罫線１４は、Ｕ字形状で、窓５の
幅と同じ幅で設けられている。
【００２９】
　図１－１の容器横断面は、正方形であるが、多角形であれば、三角形であっても、長方
形であっても、五角形であってもかまわない。ただ、五角形より多い多角形であると、容
器を持った時に、容器が歪み易くなり、注ぎ難くなるので、五角形以下が好ましい。
また、上面板側が、図１－１のようなゲーベルトップ形状ではなく、フラットトップ形状
であっても、同様の窓や山折り罫線、谷折り罫線、内折り罫線などを加工してあれば、同
じように減容容器にすることが出来る。
【００３０】
　図１－２は、本発明の減容構造を有する紙容器の一例で、底面が正方形形状の減容する
前の段階における紙容器で、図１－１のＡ面で切断した縦断面図で、窓５と注出口２１近
傍を拡大図で示した。
容器は紙基材層１０１があって、窓５やゲーベルトップ形状を形作っているが、基材層内
側全面に、可撓性フィルム層１０２を設けている。窓５部分にも可撓性フィルム１０２が
あって、容器の内外を隔てているが、基材がないので、窓５部分は変形し易くなっている
。
可撓性フィルムは少なくとも最内面は融着可能な熱可塑性樹脂が用いられ、最内層同士を
貼り合せることが出来るようになっている。もちろん、内容物の透過・浸透が無い素材を
少なくとも１層以上入った構成にすることが好ましい。
注出口２１は、天板に設けた開孔部の内側から注出口先端を飛び出させた状態で、注出口
のフランジ２１１を可撓性フィルム層１０２内面に融着して用いる。
【００３１】
　図２は、本発明の減容構造を有する紙容器を製造するブランクの一例で、底面が正方形
形状の容器を示す展開図である。
【００３２】
　側面板部分は、左側面板１５１から右へ、表側面板１５２、右側面板１５３、裏側面板
１５４と順に繋がっている。左側面板１５１の左には側面融着板１５５、折込側面融着板
１５６が繋がっている。
【００３３】
　底面３は、左側面板１５１の下側に左底面板３１、表側面板１５２下側に表底面板３２
、右側面板１５３下側に右底面板３３、裏側面板１５４下側に裏底面板３４、側面融着板
１５５の下側に底側融着板３５、折込側面融着板１５６の下側に折込底融着板３６がそれ
ぞれ繋がり、かつ、隣り合う各底面板同士も繋がっている。
【００３４】
　上面板部分は、左側面板１５１の上側に左上面板２１、表上面板１５２上側に表上面板
２２、右上面板１５３上側に右上面板２３、裏上面板１５４上側に裏上面板２４、側面融
着板１５５の上側に上側融着板２５、折込側面融着板１５６の上側に折込上融着板２６が
それぞれ繋がり、かつ、隣り合う各上面板同士も繋がっている。
【００３５】
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　箱の組立ては、折込側面融着板１５６が側面融着板１５５外側に折り畳まれる。
同時に、折込底融着板３６が底側融着板３５外側に、折込上融着板２６が上側融着板３５
外側に、それぞれ折り畳まれる。
そして、それら融着板が一体として裏側面板１５４内面や裏上面板２４内面、裏底面板３
４内面に融着することによって、エッジプロテクトされ、筒状に成形される。側面部分は
そのまま、容器の胴部になる。
胴部が成形された後、右底面板３３と左底面板３１が折り込まれ、表底面板３２と裏底面
板３４が互いに融着し、一体になるようにして平らに折り畳まれながら融着され、底面が
形成される。
上面は、内容物を充填後、左上面板２１、右上面板２３が折り込まれ、それぞれの上面板
上部に設けられた融着部によって融着し、閉鎖される。
【００３６】
　側面板の側面融着板１５５、左側面板１５１、表側面板１５２、右側面板１５３、裏側
面板１５４の間は、縦罫線１１で繋がっている。
側面板には縦罫線１１に直角に山折り罫線１２が走っている。また、山折り罫線１２に対
して、折り込み長さ４だけ離して平行に、底面３側へ、谷折り罫線１３が、山折り罫線１
２と一対で設けられている。
山折り罫線１２と縦罫線１１とが交差する４隅には、窓５が設けられている。
【００３７】
　窓５は、縦罫線１１を中心線とした線対称の形状になっていて、上端近傍が山折り罫線
１２に接し、下方は谷折れ罫線１３を突き抜けている形状に、基材を抜いてあり、内層の
可撓性フィルムで、容器の内外を隔てている。
窓５は縦罫線１１に平行な平行部を左右に有し、縦罫線１１から平行部との窓幅５１は、
ほぼ折り込み長さ４近傍の長さにする。この窓幅５１が折り込み長さ４よりも短いと、折
り込む時に、下側の側面板が内側に押し込まれるが、上側の側面板が大きく外側に押し出
され、変形が大きくなる。特に、窓幅５１が極端に折り込み長さ４よりも短いと、折り込
む力が掛かり、かつ、容器が破壊しやすくなる恐れがある。
窓幅５１が極端に折り込み長さ４よりも充分に長いと、折り込む力が少なく、折り込みや
すくなる。しかし、逆に、直ぐに折り込んだ状態から、元に戻り易くなる問題が発生する
。
そこで、窓幅５１を折り込み長さ４近傍の幅にしておくことが望ましい。
【００３８】
　また、窓高さ５２は、折り込み長さ４の２倍未満としている。これは、窓高さ５２を折
り込み長さ４の２倍以上にすると、折り込む時に、折り込む力が少なく、容易に元に戻り
やすくなる問題が発生するためである。
窓の形状は、平行部を折りこみ長さ４以下にしておくことが望ましい。
【００３９】
　窓５の下方に内折れ罫線１４が設けられている。内折れ罫線１４は、Ｕ字形状で、窓５
の幅と同じ幅に設けられている。
内折れ罫線１４は、容器を折り込んでいく時に、谷折れ罫線１３より下側の側面板の横断
面を小さくして、山折り罫線１２の横断面形状の内側に入り込みやすく変形する役目を負
っている。
同時に、下方にまでその横断面を小さく変形する影響を及ぼさない工夫でもある。
その為、窓５の幅と同じ幅にして、折り込み易くすると共に、Ｕ字形状とし、内折れ罫線
１４が設けられている高さ範囲だけで、変形が収まるようにしている。従って、下方がＶ
字形状で上部が平行に立ち上がった形状であってもかまわない。
【００４０】
　内折れ罫線１４の、谷折り罫線１３からの内倒れ高さ１４０は、折り込み長さ４以上と
する。
内倒れ高さ１４０が折り込み長さ４以下では、折り込んでいく時に、谷折り罫線１３より
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下側の側面板の横断面を小さくして、谷折り罫線１３と交差する窓の両端が接するまで変
形する。この時、谷折り罫線１３より下側の側面板の変形が収まらず、下方が大きく変形
してしまう問題が発生してしまい、力も必要とするが、容器が変形して、窓と窓の間に無
計画な折れが発生したりするなどの問題が発生してしまう。そこで、内倒れ高さ１４０は
、折り込み長さ４以上とする。
できれば、内折れ罫線１４の窓幅５１と同じ幅で、縦罫線に平行な平行部長さ１４１は、
折り込み長さ４以上とすると、縦罫線に平行な平行部は、無理をせずに側面板を内側に変
形させることが出来る。
【００４１】
　窓５の縦罫線１１と接する上端には、山折り罫線から飛び出させた凸状の上端基材切り
欠き５３を設ける。
この上端基材切り欠き５３は、折り込んだ時の窓下端が入り易くする為の切り欠きで、２
次曲線の交点で形成されていることが好ましい。すなわち、円弧状に切った角になるので
、その２次曲線の円弧に沿って、入り込み易くする。
同じように、窓５の縦罫線１１と接する下端には、下に凸状の下端基材切り欠き５４を設
ける。
この下端基材切り欠き５４も、折り込んだ時の窓下端が入り易くする為の切り欠きで、２
次曲線の交点で形成されていることが好ましい。すなわち、円弧状に切った角になるので
、その２次曲線の円弧に沿って、内側に入り込み易くする。
【００４２】
　図２の本発明の減容構造を有する紙容器を製造するブランクの一例では、山折り罫線１
２、谷折り罫線１３、窓５、折り込み罫線１４で構成される減容機構が、高さ方向に３つ
設けている。
このように、複数の減容機構を設けることによって、より、容量を減少可能にすると共に
、一つ一つが無理をしないで、より良い減容機構にした容器にすることが出来る。減容機
構の段数は、第１図のように３段であっても良いが、１段であっても、２段であっても、
４段以上の段数を設けてもかまわない。
【００４３】
　図３－１は、図２の展開図で作られたブランクを組み立てた本発明の紙容器の一例で、
その組み立てられた図１の本発明の紙容において、下段の減容機構だけを折り込んで、減
容した状態を示す斜視図である。
折り込み高さ４の２倍の高さ分だけ低くなっている。また、下段の谷折り罫線１３部分が
内部に入って、その谷折り罫線１３下側の折り込み罫線１４がある面が内側に入り込んで
いることが分かる。
【００４４】
　図３－２は、図３－１の縦断面である。
窓５は基材がないので、容易に折り込まれているが、基材のある側面の中央は折れ曲がっ
て、内側に折り畳まれていることが分かる。
このように基材のある側面の中央が内側に折り畳まれるので、この状態でしっかりした強
度を持つことが出来るので、減容した状態で、内容物を注ぐことも容易である。
【００４５】
　図３－３は、図３－２のＢＢ面における横断面である。
窓５のある４隅は基材がないので、容易に変形し、基材のある側面の中央は折れ曲がって
、内側に折り畳まれていることがよりはっきりと示されている。
【００４６】
　図４－１は、図３の紙容器において、下段の減容機構を折り込んだ上に、中段の減容機
構も折り込んで、減容した状態を示す斜視図である。
図４－２は、図４－１の縦断面である。
下側から折り込んでいるが、上側から折り込むことも可能である。トップを押さえ、底面
に向かって押しながら折り込むと、どこの段から折り込まれるのか、決定しないので、容
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器が変形する恐れがある。
そこで、底側から折り込むことが好ましいが、折り込む段の折り込み罫線近傍の側面中央
を周りから押さえながら、その上の山折り罫線の上側を押せば、どの段でも折り込む事が
できる。
【００４７】
　図４－３は、折り込む時の山折り罫線１２の面と谷折り罫線１３の面が水平に一致した
状態における横断面である。
この状態が一番力が掛かる位置で、折り込み罫線１４と谷折り罫線１３における左右の交
点が接近し、山折り罫線１２の辺中央は外側に膨らみ、谷折り罫線１３の辺中央は内側に
入り込んで押される。
このことによって、折り込み罫線１４中央の縦罫線１１位置は内側に入り込み、山折り罫
線１２と縦罫線１１の交点部分は外側に膨らんで、それらが当たらずに、スムースに折り
畳まれる。
【００４８】
　図５－１、図５－２は、図４の紙容器において、中段の減容機構を折り込んだ上に、上
段の減容機構も折り込んで、すべての減容機構部分を折り込んで、最小の容量に減容した
状態を示す斜視図と縦断面図である。
図５－３で示す断面図ように、減容機構部分を折り込んだ状態で、内容物７を注出する場
合、折り込んだ減容機構部分の折り込み部は、注出口２１に向かって解放する形状になっ
て、内容物７の排出を妨げない。
また、減容した状態で胴部の剛性が上がるので、しっかり外側から、容器を持ち支えるこ
とが可能である。
その為、減容状態であっても、内容物は最後まで安定して注出することが出来る。
【００４９】
　窓５は基材の紙がない部分で、最内面には熱可塑性樹脂のフィルムで構成されている。
その他に、バリア性フィルムなどを積そうしていてもかまわない。
また、窓５を透明にすることによって、内容物の量を把握し、それに合わせて減容するこ
とが出来るので、内層の樹脂層や表面を樹脂で積層する場合には、透明であることが好ま
しい。但し、透明でなくても、減容機構を設けることに問題はない。
【００５０】
　本発明の減容構造を有する紙容器は、以上のようなものであるが、ブランクを構成する
積層体は、基材に紙を用い、最内層にシール性のある熱可塑性樹脂（シーラント）を用い
れば、どのような構成であっても対応できる。
基本的な構成は、表から、熱可塑性樹脂層、印刷層、紙基材層、接着樹脂層、シーラント
層といった構成が考えられる。
ブランクの製造は、紙基材を予め印刷して、窓位置などを設定し、窓５を抜いておく。そ
の後、紙基材の外側に外層フィルム、内面に内層フィルムを全面に貼り合わせ、それから
、罫線を付けながら外形や注出口用の孔を抜くなどの方法で、対応できる。
【００５１】
　酒やコーヒー飲料などの酸化劣化しやすい内容物に対してはガスバリア性を有する容器
にする為に、最内層のシーラント層と基材層との間に、バリア層を設けることが好ましい
。バリア層としては、２軸延伸熱可塑性樹脂層内外面にアルミニウムなどの金属や酸化珪
素などの金属酸化物などの蒸着層を設けた構成、にすることが出来る。蒸着層の厚みは、
５～１００ｎｍが好ましい。
また、金属箔などもバリア層として使用できる。
【００５２】
　本発明の紙容器に用いる積層体を構成する外層側の熱可塑性樹脂層に用いる樹脂には低
密度ポリエチレン樹脂や直鎖状低密度ポリエチレン樹脂などの熱可塑性樹脂が好ましい。
【００５３】
　これらの熱可塑性樹脂を用いて、紙基材の外面に押出しラミネーションにより設けるこ
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とができる。尚、熱可塑性樹脂層の外面に設けられる印刷層は周知のインキを用いてグラ
ビア印刷やオフセット印刷等の方法で施される絵柄や商品情報などを含む層である。コロ
ナ処理などの易接着処理を行って、印刷層との接着性を高めることが好ましい。印刷層上
には耐摩耗性向上の為に印刷層の上へさらにオーバーコート層を設けても良い。
【００５４】
　紙基材としては、通常、ミルクカートン原紙等の板紙が用いられる。坪量と密度は容器
の容量やデザインにより適宜選定されるが、坪量２００～５００ｇ／ｍ２の範囲で密度０
．６～１．１ｇ／ｃｍ３の紙が好適に用いられる。
【００５５】
　接着樹脂層は、紙基材と内層や外層の熱可塑性樹脂層を貼り合わせるためのエクストル
ージョンラミネーションに用いるポリオレフィン系樹脂からなる層である。厚みは１０μ
ｍから６０μｍの範囲が通常用いられる。１０μｍ未満では十分な接着強度が得られない
。
【００５６】
　具体的には、低密度ポリエチレン、直鎖状低密度ポリエチレンなどのエチレン系樹脂や
ポリプロピレン、あるいは、エチレン・アクリル酸共重合体やエチレン・メタクリル酸共
重合体などのエチレン・α，β不飽和カルボン酸共重合体、エチレン・アクリル酸メチル
やエチレン・アクリル酸エチルやエチレン・メタクリル酸メチルやエチレン・メタクリル
酸エチルなどのエチレン・α，β不飽和カルボン酸共重合体のエステル化物、カルボン酸
部位をナトリウムイオン、あるいは、亜鉛イオンで架橋した、エチレン・α，β不飽和カ
ルボン酸共重合体のイオン架橋物、エチレン・無水マレイン酸グラフト共重合体やエチレ
ン・アクリル酸エチル・無水マレイン酸のような三元共重合体に代表される酸無水物変性
ポリオレフィン、エチレン・グリシジルメタクリレート共重合体などのエポキシ化合物変
性ポリオレフィン、エチレン・酢酸ビニル共重合体から選ばれる樹脂の単体、あるいは、
これらから選ばれる２種以上の混合物などにより設けられる。
【００５７】
　接着強度を高めるために、紙基材や熱可塑性樹脂層の面に、予め、コロナ放電処理、オ
ゾン処理、アンカーコートなどの易接着処理を行うことにより、接着強度を向上させるこ
とができる。
また、バリア層などを中間に貼り合わせて、保存性能を向上させる場合には、ラミネート
用接着剤としては、ウレタン系２液硬化型のドライラミネート用接着剤（無溶剤型接着剤
を含む）を用いることができる。乾燥塗布量は、０．５～７．０ｇ／ｍ３が好ましい。
【００５８】
　最内層や最外層の紙容器を成形する時に融着させる熱可塑性樹脂層には、低密度ポリエ
チレン、直鎖状低密度ポリエチレン、中密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、エチレ
ン・酢酸ビニル共重合体などが使用できるが、直鎖状低密度ポリエチレンを用いるのが好
ましい。また、シール部の開封を容易にさせる目的で、低密度ポリエチレン、直鎖状低密
度ポリエチレン、中密度ポリエチレン、高密度ポリエチレンなどのポリエチレン樹脂と熱
可塑性エラストマーとのブレンド樹脂としても良い。さらに、シーラント層を多層構成と
し、内容物の低吸着や接着剤成分の低溶出を目的として環状ポリオレフィン樹脂層を設け
ても良い。
【００５９】
　用いる直鎖状低密度ポリエチレンとしては、密度が０．９２５以下、ＭＩが４以上であ
るものが好ましく用いられる。シーラント層５の厚みは、３０～１００μｍが好ましく、
Ｔダイ法やインフレーション法で製膜された無延伸フィルムが好ましい。
【００６０】
　本発明の減容構造を有する紙容器は、以上のように、容器の側面に縦罫線に垂直な減容
機構を設けたもので、容易に減容可能である。また、減容した状態で内容物を注出する時
にも、折り畳まれた折り込み部で内容物の排出を妨げず、かつ、容器がしっかりとした腰
を有するので、最後まで注出が可能である。
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また、基材に窓を抜いてから表裏フィルムを積層すれば、通常の紙容器の製造ラインを使
用することも可能なので、生産性も高く、本発明のメリットは高い。
【符号の説明】
【００６１】
１・・・・・・・・胴部
１０１・・・・・・紙基材層
１０２・・・・・・可撓性フィルム層
１１・・・・・・・縦罫線
１２・・・・・・・山折り罫線
１３・・・・・・・谷折り罫線
１４・・・・・・・内折れ罫線
１４０・・・・・・内折れ高さ
１４１・・・・・・平行部長さ
１５１・・・・・・左側面板
１５２・・・・・・表側面板
１５３・・・・・・右側面板
１５４・・・・・・裏側面板
１５５・・・・・・側面融着板
１５６・・・・・・折込側面融着板
２・・・・・・・・上面板
２０・・・・・・・注出口
２０１・・・・・・フランジ
２１・・・・・・・左上面板
２２・・・・・・・表上面板
２３・・・・・・・右上面板
２４・・・・・・・裏上面板
２５・・・・・・・上面融着板
２６・・・・・・・折込上融着板
３・・・・・・・・底面
３１・・・・・・・左底面板
３２・・・・・・・表底面板
３３・・・・・・・右底面板
３４・・・・・・・裏底面板
３５・・・・・・・底面融着板
３６・・・・・・・折込底融着板
４・・・・・・・・折り込み長さ
５・・・・・・・・窓
５１・・・・・・・窓幅
５２・・・・・・・窓高さ
５３・・・・・・・上端基材切り欠き
５４・・・・・・・下端基材切り欠き
７・・・・・・・・内容物
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